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平成９年をピークに落ち続ける給与
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１０年間で失われた年収は約20兆円１０年間で失われた年収は約20兆円

 本統計は勤務１年未満の人も含めた給与総額の推移もわ
かる。それによると実に１９兆４千億円､つまり約２０
兆円もの減少だったことがわかる兆円もの減少だったことがわかる。

 勤務１年未満の人も含めた給与総額は１９兆４千億円も 勤務１年未満の人も含めた給与総額は１９兆４千億円も
の減少

 勤労者数 ５千２４０万人→５千３７６万人
（１.０２６ １３６万人増）

 給与総額 ２２０兆６千億円→２０１兆２千億円
（０．９１２ １９兆４千億円減）
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福井県ではどれだけ下がったのか？
福井版「 ﾞ ﾞﾘ 実在賃金 比較福井版「ｽﾞﾊﾞﾘ！実在賃金」で比較



所定内給料（全業種 残業手当､通勤手当を除く全て）所定内給料（全業種 残業手当､通勤手当を除く全て）

30歳 40歳 50歳中位数 30歳 40歳 50歳
一般男性 ２１７ ２８０ ２９９

一般女性 １８１ １８９ １９５
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給料総額（全業種 通勤手当を除く全て）給料総額（全業種 通勤手当を除く全て）

中位数 30歳 40歳 50歳
管理職 ３５９ ３６５ ４１５

一般男性 ２７１ ３１８ ３３１

般 性一般女性 １８６ ２０２ ２０７

参考 残業代 （上記うち数）

般男性 ５４ ３８ ３２一般男性 ５４ ３８ ３２

一般女性 ５ １３ １２

・「30歳の男性で時間外手当含めて27万円」
というのは 手取りで約21～22万円であるというのは、手取りで約21 22万円である。

・30歳で54,000の残業代つまり27時間残業
40歳で37,000の残業代つまり16時間残業
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40歳で37,000の残業代つまり16時間残業
会社に貢献してくれるのは30代と言う事



年 収 （全業種）年 収 （全業種）

中位数
30歳 40歳 50歳

管理職 ５７０８ ５７６７ ６２８４管理職 ５７０８ ５７６７ ６２８４

一般男性 ４０５３ ４６４３ ４７４９

般女性 ２９４１ ３２８１ ３０５３一般女性 ２９４１ ３２８１ ３０５３

所定内､給料総額､年収ともに女性は
40歳以降下がる。
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給与明細を見ると、色々な控除額が大きく
なっている 厚生年金 健康保険 介護保険なっている。厚生年金、健康保険、介護保険、
雇用保険、所得税、住民税等々。会社が昇給し
ても それも帳消しになりかねないても、それも帳消しになりかねない。

そこで社員の手取り収入を増やして 会社の経そこで社員の手取り収入を増やして、会社の経
費も減らすために、あの手この手を研究した。

最近は経済環境が厳しいので 昇給もロクにで最近は経済環境が厳しいので、昇給もロクにで
きない。だからこそ、わずかな昇給を大事にし
て 手取りベースのアップにつなげよう。て、手取りベ スのアップにつなげよう。



“手取り”を増やすための
埋蔵金アレコレ

その① 社会保険料（厚生年金・健康保険等）
を節減する。

例：×４･５･６月に発生する残業代

その② 本来経費で払うべきお金を 給与としその② 本来経費で払うべきお金を、給与とし
て払わないようにする。

例 携帯 話例：×携帯電話手当

その③ 非課税が認められているものを活用すその③ 非課税が認められているものを活用す
る。

例：食事手当例：食事手当



その① 社会保険料（厚生年金・健康保険等）
を節減する

厚生年金では 加入者が受け取る給与（基厚生年金では、加入者が受け取る給与（基
本給のほか残業手当や通勤手当などを含め
た税引き前の給与）を 定の幅で区分したた税引き前の給与）を一定の幅で区分した
報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月
額を 保険料や年金額の計算に用いる額を、保険料や年金額の計算に用いる。



標準報酬月額の決め方標準報酬月額の決め方

●取得時決定●取得時決定

●定時決定●定時決定

●随時改定●随時改定



昇給する時の注意点昇給する時の注意点

４月 昇給した場合 次 ような問題が発生４月に昇給した場合、次のような問題が発生
しかねない。

昇給分の約１割の保険料を取られる。分

例：５千円昇給→
（５００円×１２ヶ月間＝６千円の保険料アップ）（５００円×１２ヶ月間＝６千円の保険料アップ）

仮に社員が１００人いたとすれば 会社負担仮に社員が１００人いたとすれば、会社負担
は６０万円も異なる。



減給する時の注意点減給する時の注意点

経営 問題など 大きく減給する場経営の問題などで、大きく減給する場
合がある。そんな際には社会保険料のこ
とまで意識したいもの ２等級以上変更とまで意識したいもの。２等級以上変更
すれば保険料を途中で減額できる。

例例

× 給与４５５,０００円（２５等級）→４２５,０００円
（２４等級）

２等級未満になっていない

○ 給与４５５ ０００円（２５等級）→４２４ ０００円○ 給与４５５,０００円（２５等級）→４２４,０００円
（２３等級）

２等級以上になっている



４・５・６月に時間外手当が
発生する時の注意点

社会保険料は 基本的 ４ ５ ６と社会保険料は、基本的に４・５・６とい
う３ヶ月間の給与総額で決まる。それを考
えたら次のように勤務カレンダ を見直すえたら次のように勤務カレンダーを見直す
ことも検討できるはず。

例例

× ４・５・６月に毎年のように休日出勤

が発生している。

○ ４・５・６月の出勤日を増やすことで○ ４ ５ ６月の出勤日を増やすことで

休日出勤が発生しないように工夫する。



来年定年を迎える時来年定年を迎える時

６０歳から６４歳の年金受給者が 社会保保険に６０歳から６４歳の年金受給者が、社会保保険に
加入しながら在職している場合、給与相当額と年
金月額の合計が２８万円を超えると年金が減らさ金月額の合計が２８万円を超えると年金が減らさ
れる。

減らされる金額 （年金受給月の標準報酬月減らされる金額＝（年金受給月の標準報酬月
額＋受給月以前１年間の年間賞与額の１/12+年
金月額ー28万）×1/2金月額 28万） 1/2

いわゆるみなし給与月額（「総報酬月額相当
額」と呼ぶ）額」と呼ぶ）。

過去１年間に賞与が支払われていると「みなし過去１年間に賞与が支払われていると「みなし
給与月額」が増える。



６０歳定年を迎える時６０歳定年を迎える時

社会保険（健康保険 厚生年金）の同日得喪をする社会保険（健康保険・厚生年金）の同日得喪をする

社会保険加入の場合で再雇用後の賃金が定年前の賃
金に比べて低下しており標準報酬月額に変動があると金に比べて低下しており標準報酬月額に変動があると
き、定年日の翌日で資格喪失と資格取得の処理を同日
で行う。（65歳未満定年に限る）で行う。（65歳未満定年に限る）

手続き後の効果として手続き後 効果

① 資格取得月から社会保険料が低下する

② 資格取得月の翌月から年金支給停止額の変更が行② 資格取得月の翌月から年金支給停止額の変更が行
われる



その② 本来経費で払うべきお金を、
給与として払わないようにする。

経費なのか給与なのか微妙なお金が少
なくない。本来的に経費であるべきもの
は、経費として支払えば、所得税・住民
税だけなく、社会保険料も節減できる。、



携帯電話手当は経費？ 給与？携帯電話手当は経費？ 給与？

Ｑ Ａ社は 営業外勤者に 個人所有の携帯電話を業務上で使用させていＱ Ａ社は、営業外勤者に、個人所有の携帯電話を業務上で使用させてい
る。その対価として、給与で「携帯手当」を５０００円払っている。その
ために所得税、社会保険料がかかっている。携帯電話のプリぺイドカード
を５０００円分支給することで、経費で落とし たい。 現在は、各人の携
帯使用履歴を残していない 実際の使用分は５０００円を上回 ている帯使用履歴を残していない。実際の使用分は５０００円を上回っている。

Ａ 携帯電話代は実費精算にしてもらえば給与課税はされない。もしくは
会社契約して頂ければ経費として計上できる 携帯電話でしか使えないプ会社契約して頂ければ経費として計上できる。携帯電話でしか使えないプ
リペイドカードであっても現金化が可能であると給与課税になる。

Ｑ 電話の使用明細を残せば、経費になるか？

Ａ その記録があれば経費として認められるだろう。

年 妻 （年Ｑ この社員の年収が５００万円だったとする。妻子もあり。この手当（年
額６万円） が外れると、税金がいくら下がるか？

Ａ 個人の控除額（扶養人数）などによって大きく異なる 住民税と合わＡ 個人の控除額（扶養人数）などによって大きく異なる。住民税と合わ
せて15％～25％くらいだと思われる。



携帯手当を経費処理したﾒﾘｯﾄ携帯手当を経費処理したﾒﾘｯﾄ

携帯手当（月額７０００円）を経費に切り
替えるとー

本人（税金１５％＋保険１０％ＯＦＦ）本人（税金１５％＋保険１０％ＯＦＦ）

★年間２１０００円手取りｱｯﾌﾟ

会社（保険１０％ＯＦＦ）５０人の場合

★４２万円節減

＝７０００円×０ １×１２×５０人７０００円×０．１×１２×５０人



転勤者の「住宅手当」を
「借上社宅」に切り替える

遠隔地に転勤させて、その住宅費を補助することが
ある。その場合にも損得が発生する。

例：家賃が１０万円で、自己負担５万円というｹｰｽ

×（住宅手当を５万円支給する場合）

年間で６０万円の所得になり、１５万円（税０．

１５＋保険料０．１）の負担増になる。

○（借上社宅にして家賃を５万円徴収する場合）

所得が発生しないので、税金も社会保険料も

発生しない。



住宅に関する社会保険の取扱住宅に関する社会保険の取扱

会社が従業員に住宅を提供した場合（借り上げ社宅など）会社が従業員に住宅を提供した場合（借り上げ社宅など）

原則：県の告示標準価額－本人負担分＝報酬に算入する額

平成22年の告示額（福井県、一人1カ月、畳一畳あたり）

単身者：3500円、世帯：1300円

本人負担が告示額以上であれば、報酬には算入しない



「車両手当」を経費に切り替える「車両手当」を経費に切り替える

従業員の車を業務用に使用させ 車両手当を給与として従業員の車を業務用に使用させ、車両手当を給与として
払っている会社がある。その場合は、車両手当を廃止し
て、経費で本人に払うことをお勧めする。賃貸借契約書て、経費で本人に払う とをお勧めする。賃貸借契約書
があり、多額でなければ経費処理できるはず。

例：車両手当が月額２万円だった場合

（本人のﾒﾘｯﾄ）

（税０．１５＋保険料０．１）の負担が減るので、月額で
５千円 年間６万円の手取りｱｯﾌﾟになる５千円、年間６万円の手取りｱｯﾌ になる。

（会社のﾒﾘｯﾄ）

保険料０ １の負担が減るので 年間２万４千円の経費保険料０．１の負担が減るので、年間２万４千円の経費
節減



「雑所得」について「雑所得」について

車 会 貸車両を会社に貸すことで得られる収入
は「雑所得」になる。

しかし 必要経費（減価償却代 税金しかし、必要経費（減価償却代、税金、
車検代、自動車保険料等）を差し引いて、
２０万円を超えた場合に確定申告が必要２０万円を超えた場合に確定申告が必要
になるだけ。



帰省旅費手当帰省旅費手当

Ｑ Ａ社は 遠隔地に転勤した者に 帰省旅費手当Ｑ Ａ社は、遠隔地に転勤した者に、帰省旅費手当
を支給している。月額５００００円で定額。実際
に帰省した時に、給与ではなく、経費として、本
人に支払うことはできないか？ つまり固定費で人に支払うことはできないか？ つまり固定費で
はなく、実費を支給する。

Ａ 単身赴任者が業務のついでに帰省した場合の旅
費については旅費計上は認められている。した
がって必ず帰省時に本社で業務を行って頂ければがって必ず帰省時に本社で業務を行って頂ければ
経費計上となる。通常の帰省代は給与課税となる。

転任に伴う転居のために通常必要な転任に伴う転居のために通常必要な
旅費代金については給与課税されない。



駐車場代を含む通勤手当駐車場代を含む通勤手当

Ｑ Ａ社は、従業員Ｂの通勤用の駐車場代を通勤手当として支給している。 Ｂが借
りているのは2箇所ある。自宅近辺および会社近辺。この駐車場代を、給与では
なく、経費で落としても問題ないか？

Ａ 通勤用のみの使用目的で個人が契約した駐車場であれば会社の経費としては計
上できない。あくまでも個人の通勤目的のための使用であるため通勤費の範囲
内での負担となる。

ただ、会社の業務で使用しており会社近辺で会社契約であれば経費計上は可能
と思う。

自宅近辺は特定の個人のみ使用している状態であれば会社が負担すると現物給
与課税の対象となると思う与課税の対象となると思う。

（経済的利益として給与課税）
36－15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な
利益」（以下36 50までにおいて「経済的利益」という ）には 次に掲げるよう利益」（以下36－50までにおいて「経済的利益」という。）には、次に掲げるよう
な利益が含まれる。
(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資

産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
(2) 土地 家屋その他の資産（金銭を除く ）の貸与を無償又は低い対価で受けた(2) 土地、家屋その他の資産（金銭を除く。）の貸与を無償又は低い対価で受けた

場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に
支払う対価の額との差額に相当する利益



その③
非課税が認められているものを活用する

税務の問題は、事前に税理士に照会の上
でご確認下さい。

私は社会保険労務士であって 税務問題私は社会保険労務士であって、税務問題
に関しては素人であり、責任を持てない
ことをあらかじめご承知下さいことをあらかじめご承知下さい。



食事手当に関する税務の取り扱い食事手当に関する税務の取り扱い
No.2594 食事を支給したとき [平成21年4月1日現在法令等] 

役員や使用人に支給する食事は 次の二つの要件をどちらも満た役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満た
していれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3 500円（税抜き）以下であること(2) 次の金額が1か月当たり3,500円（税抜き）以下であること。

(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用
人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税。

例）1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担してい
る金額が2千円の場合
この場合、（1）の条件を満たしていません。したがって、食事場合、（ ） 条件 満 。 、食

の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額
の3千円が、給与として課税されます。なお、ここでいう食事の価
額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せ支給している場合 業者に支払う(1) 仕出し弁当などを取り寄せ支給している場合、業者に支払う
金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合、食事
の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用のの材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の
合計額



食事手当に関する
社会保険料の取り扱い

県の告示標準価格の３分の２以上（平
成２２年時点 昼食２００円×３分の２
＝１３４円以上）を本人が負担していれ
ば、報酬に算入しない。、報 算

３分の２未満であれば「標準価格－本分の 未満であれば 標準価格 本
人負担額＝現物給与額」として算入する。



「食事補助」を生かした手取りｱｯﾌﾟ「食事補助」を生かした手取りｱｯﾌ

皆勤手当 ５千円
↓↓

皆勤手当 ３千円＋食事手当２千円

食事補助（１食１００円×２０日＝２０００円）

本人（税金１５％＋保険１０％ＯＦＦ）年間６０００
円手取りｱｯﾌﾟ

会社（保険１０％ＯＦＦ）５０人の場合なら１２万円
節減（２０００円×０．１×１２×５０人）



残業する時のﾊﾟﾝ代は課税されない残業する時のﾊ ﾝ代は課税されない

金 食事 補 す 合 夜勤現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤
務者に夜食の支給ができないために1食当たり

（税抜き） 金額を支給す 場合を除300円（税抜き）以下の金額を支給する場合を除
き、補助をする全額が給与として課税される。

直なお、残業又は宿日直を行うときに支給する
食事は、無料で支給しても給与として課税しな
く も と なくてもよいことになっている



「交替勤務手当」を
「残業ﾊﾟﾝ代」に切り替える

交替勤務手当を減額して、残業ﾊﾟﾝ代（１食
３００円）に切り替える。給与明細は非課税給与
欄に計上する。社会保険料はかかる。

例：月間１０日間の深夜勤務の場合

３００円＊１０日 ３０００円３００円＊１０日＝３０００円
・ 本人（税金１５％ＯＦＦ）年間５４００円手取りｱｯﾌﾟ

（３０００円＊０ １５＊１２）（３０００円＊０．１５＊１２）

・会社（ｺｽﾄﾀﾞｳﾝなし。残業ﾊﾟﾝ代も保険がかかる）



労災保険料の節減労災保険料の節減

A社は貨物取扱事業を営んでおり 従業員30名A社は貨物取扱事業を営んでおり、従業員30名
（事務員10名、運転手10名、倉庫作業者10名）で
あったが、同一の住所地で業務を行っていたため
労災保険料率は貨物取扱事業として 高い保険料労災保険料率は貨物取扱事業として、高い保険料
を支払っていた。

労災保険料率は危険度により違いがあり、2以上
の事業が混在している事業所は 危険度の高い事
業の労災保険料率で計算される業の労災保険料率で計算される。

事業所の移転・分社により労災保険率が変わり、
労災保険料を軽減できる。



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
明日の経営に生かしましょう明日の経営に生かしましょう明日の経営に生かしましょう明日の経営に生かしましょう

ご意見、ご感想、お問い合わせは
TEL；0776（57）1380
FAX；0776（57）1370FAX；0776（57）1370
MAIL;hashi@hatarakigai.co.jp

◍◍お客様の会社がうまくゆきます◍◍◍◍◍◍お客様の会社がうまくゆきます◍◍◍◍

㈲ 働きがい研究所
福井県の賃金･退職金､就業規則､社員研修
福井市西開発1丁目2508野坂第2ビル201福井市西開発1丁目2508野坂第2ビル201

URL; http://www.hatarakigai.co.jp
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年収診断を無料でさせていただきます年収診断を無料 さ ただきます
エクセル形式でデータを

ご用意ください
２２年４月以降の１か月分の給料が必

す また デ タ ｢ズ 実在賃要です。また、データは｢ズバリ実在賃
金福井版」に利用させていただきます

「平成２１年版 全業種年収グラフ「平成２１年版．全業種年収グラフ」

を背景にした貴社給料のプロット図

（各社グラフ）を差し上げます（各社グラフ）を差し上げます。

※ なお、全グラフの入った本格的な「ズバリ！実在賃金」は

有料でのご提供となります。有料 提供 。

エクセルで作成した記入シートを
メ ルでお渡しします 何卒よろ
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メールでお渡しします。何卒よろ
しくお願い申し上げます。


